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令和７年９月３日改訂 

愛知教育大学附属特別支援学校 いじめ防止基本方針（改訂版） 

                             

Ⅰ いじめ防止についての基本的な考え方 

１ いじめについての基本的な認識  

(1)  「いじめは人間として絶対に許されることではない」という基本的な姿勢に立

って，いじめに対しては毅然とした態度で指導を行い，友人への思いやりや正義

感などを育む指導の充実を図る。 

(2)  いじめは，「どの子ども・どの学校でも起こり得る」問題であることを十分認識

し，いじめの兆候を感じとったときには，一人で問題に当たるのではなく，学校

全体として対応する。  

(3)  児童生徒一人一人が大切にされているという実感をもつとともに，互いに認め

合える人間関係をつくり，集団の一員としての自覚と自信を身に付けることがで

きる学校づくりに取り組んでいく。また，さまざまな体験活動等を通して人間的

に成長できる取組の充実を図る。 

  

２ 本校のいじめに対する基本姿勢  

児童生徒が，「友達が嫌がることをすることがいじめである」という認識をもち，

そうした行為をしないようにする。そして，いじめという行為が，心身に深刻な影響

を及ぼす許されない行為であることを念頭に，すべての児童生徒が安心して学校生活

を送れるように，その防止や対策に取り組んでいく。学校が，児童生徒にとって，教

職員や周囲の友人と信頼できる関係の中で，安全・安心に生活できる場であるように

する。児童生徒一人一人に居場所があり，大切にされているという実感をもつととも

に，互いが認め合える人間関係をつくり，集団の一員としての自覚と自信を身につけ

ることができる学校づくりを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ いじめ防止対策について 

１ 「いじめ防止委員会」について 

  いじめのささいな兆候や懸念，児童生徒等からの訴え，または自分が苦痛に感じて

いることをうまく言語化できない児童生徒の様子から把握した異変などを，特定の教

員が抱え込むことなく，情報を共有して学校が組織として対応するために，「いじめ防

止委員会」を設置し，いじめ防止に関する活動を行う。 

 

 

≪いじめ防止委員会のメンバー≫ 

校長，教頭，主幹・教務主任，校務主任，研究主任，養護教諭（保健主事） 

特別支援教育コーディネーター，生徒指導主事，部主事，担任，副担任，ＳＣ，ＳＳＷ 

【いじめの定義】 

「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍してい

る等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理

的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であっ

て、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義す

る。         【平成 25 年 9 月 28 日施行「いじめ防止対策推進法」より】 
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２ 教職員への共通理解と意識啓発 

・ 年度初めの職員会議で「いじめ防止基本方針」の周知と確認を行い，併せて

「いじめ防止の年間計画」を決定する。重大事態に対しての対処方法について

も共通理解を図る。 

・ 職員会議前に「いじめ・不登校・特別支援教育に関する委員会」を開催し，

全職員による事案内容の共通理解を図る。委員会において，「いじめ」をテー

マとする校内研修を年に１回以上実施する。 

 

３ 児童生徒や保護者，地域に対する情報発信と意識啓発，意見聴取 

年度初め入学時に「学校いじめ防止基本方針」や「いじめ防止・対策委員会の

組織」について，保護者へ説明をする。「学校いじめ防止基本方針」及び「学校

評価アンケート」結果を，紙面やホームページなどを通じて，適宜取り組み状況

や評価結果を発信し，理解を促す。全体の検証（PDCA サイクル）を以下のように

行う。P：いじめ防止の年間計画の策定→D：取組の実施→C：「学校評価アンケー

ト等」→A：結果の検証をする。その検証結果を，次年度への改善等の一環とし

て，当該年度の活動状況を年度末の学校評議員会へ報告する。 

 

４ いじめに対する措置（いじめ事案への対応） 

いじめの疑いがあるという情報があった場合は，「いじめ防止委員会」が，い

じめとして対応すべき事案か否かを判断する。判断材料が不足している場合は，

関係者の協力のもと，事実関係の把握を行い，基本的に児童生徒が嫌だと感じて

いるものはいじめとして認識し，対応していくこととする。重大事案につながる

と判断した場合については，「いじめ対策委員会」を設置し，設置者（法人）へ

報告する。被害児童生徒のケアや支援，加害児童生徒の指導や支援，問題の解消

（再発防止の教育活動，その後の経過の見守り）まで，「いじめ対策委員会」が

責任をもつ。 

     

 

 

 

※ 委員会において，事案に応じて，当該児童生徒について理解している教職員

を追加するなど，適切な教員等をメンバーとする指導・支援チームを決定し，

対応にあたる。必要に応じて精神科の学校医もメンバーとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪いじめ対策委員会のメンバー≫ 

校長，教頭，主幹・教務主任，校務主任，研究主任，養護教諭（保健主事）， 

特別支援教育コーディネーター，生徒指導主事，部主事，担任，副担任， 

ＳＣ，ＳＳＷ，及び学校医（精神科） 



3 

 

 

 

【組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【対応図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 日常生活における生徒指導 

 (1) 毎週月曜日の打合せ  

毎週月曜日の始業に際し，校長，教頭，主幹教諭・教務主任，校務主任，研究主

任，各部主事，養護教諭，特別支援教育コーディネーター（特別支援教育推進主任），

栄養教諭で打ち合せを行う。そこでは，生徒指導上共通理解が必要なことについて，

各部主事が報告を行い，それを受け，学校全体並びに各学部で統一した視点をもち，

児童生徒の指導にあたることができるようにする。 

(2) 部会 

週に１回，学部ごとに職員が集まり，児童生徒の情報交換や学年経営，行事，学

習等の調整を行う。気になる児童生徒についての情報交換を行い，その結果を教頭
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に報告する。必要があれば，いじめ防止委員会を立ち上げ対応する。※参加者：学

部担当教諭  

 

６ 重大事態への対応 

重大事態が生じた場合は，速やかに設置者（法人）へ連絡し，設置者（法人）の

判断により学校が調査主体となる場合は，次により対応する。 

なお，重大事態には，いじめ防止対策推進法に定められたもののほか，児童生徒

や保護者等から重大事態との申し出があった場合を含むものとする。 

（注）重大事態とは（「いじめ防止対策推進法」第２８条） 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑

いがあると認めるとき 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間（年間３０日を目安とする。）学

校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき 

(1) 学校が調査主体となる場合 

原則として法人が調査の主体となるが，従来の経緯や事案の特性，いじめられ

た児童生徒又は保護者の意向などを踏まえ，学校が調査主体となることが望まし

いと設置者（法人）が判断した場合は，「いじめ対策委員会」を母体とし，第三

者の外部専門家を加えた組織を設置する。  

※第三者の外部専門家を加えた組織の構成については，調査組織の中立性・公

平性を確保する。 

(2) 事実関係を明確にするための調査を実施 

設置した調査組織により，いじめ行為の事実関係を可能な限り網羅的に明確に

する。事案によっては，大学と連携をし，法務相談体制を図り，弁護士等の専門

家からの助言を得られるようにする。 

【留意事項】 

・ 児童生徒から聞き取りを行う場合，具体的な説明が十分にできない場合や正

確に伝えることができない場合があることを踏まえ，情報の扱いは慎重に行う。 

・ 因果関係の特定を急ぐべきではなく，周囲などからの聞き取りも行い，客観

的な事実関係を速やかに調査する。 

・ 調査主体に不都合なことがあったとしても，事実にしっかりと向き合う。 

・ 先行した調査を行っている場合も，調査資料の再分析や必要に応じた調査を

実施する。 

(3) いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供 

調査により明らかになった事実関係について，経過報告を含め，適切に情報を

提供する。 

 

【留意事項】 

・ 関係者の個人情報に十分配慮すること。ただし，いたずらに個人情報保護を

理由に説明を怠ることがないようにする。 

(4) 調査結果の報告 
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調査結果は設置者（法人）へ報告する。なお，いじめを受けた児童生徒又はそ

の保護者が希望する場合には，いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見を

まとめた文書を調査結果に添える。 

(5) 調査結果を踏まえた必要な措置 

学校は，調査結果を踏まえ，児童生徒が安心して活動できるよう必要な措置を

行う。なお，設置者である設置者（法人）は，これを支援する。 

 

Ⅲ いじめの防止等に関する具体的な取り組みについて 

１ いじめの未然防止の取り組み 

(1) 設置者である国立大学法人愛知教育大学に所属する専門家の協力を得て，教職員

の研修を充実させ，全ての教職員がいじめに対する共通理解をもち，適切に対応で

きる力を養う。 

(2) 教職員は，教育活動全体を通して，子どもの様子をつぶさに観察することを重視

する。また，日常生活の指導の中で，相手を思いやる心や他人の気持ちを考えて行

動することを指導し，道徳・人権についての教育の充実を図るとともに，体験活動･

就業体験を推進する。 

(3) 公開授業を積極的に行い，授業改善を進め，分かりやすい授業づくりに努める。 

(4) 体罰はもとより教職員の言動がいじめを助長することのないよう，児童生徒が嫌

がることをするのは，いじめであるという認識をもち，指導の在り方に細心の注意

を払う。 

 

２ いじめの早期発見の取り組み 

(1) 教職員は，児童生徒のささいな兆候からいじめを積極的に認知するように努める。 

(2) いじめ，またはいじめの疑いを認知した場合は，個人で判断せずに，速やかに「い

じめ防止委員会」を立ち上げ，組織的に対応する。 

(3) 定期的な保護者会・家庭訪問・保護者相談活動の実施や教育相談の充実を図る。 

(4) 日常的な観察とともに、児童生徒の実態に応じて、質問紙によるアンケート調査、

教育相談等（学期に１回）における面談を計画的に行い、日常の生徒の様子を把握

する。 

 

３ いじめに対する措置 

(1) いじめの発見，通報を受けたら，設置者（法人）の下で「いじめ対策委員会」が

組織的に対応する。 

(2) 学校は，被害児童生徒を守り通すという姿勢で対応する。 

(3) 加害児童生徒には教育的配慮のもと，児童生徒が理解し，今後の生活に生かせる

よう指導を行う。 

(4) 教職員の共通理解，保護者の協力，スクールカウンセラーや警察署等，専門家や，

関係機関等との連携のもとで取り組む。 

(5) ネット上のいじめへの対応については，必要に応じて警察署や法務局等とも連携

して行う。また，日頃から情報モラル教育の充実を図る。 
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いじめ防止の年間計画 

４月 

・「いじめ防止基本方針」「年間計画」提案・決定 

・「いじめ防止基本方針」「重大事態に対しての対処方法について」

職員への周知徹底を図る。（年度当初） 

・年度初めに「学校いじめ防止基本方針」「いじめ防止・対策委

員会の組織」について，保護者へ説明をする。 

・個別懇談による，児童生徒の様子の聞き取り 

・「いじめ・不登校・特別支援に関する委員会」①② 

５月 
・「いじめ・不登校・特別支援に関する委員会」③ 

・質問紙によるアンケート調査、教育相談等① 

６月 
・「いじめ・不登校・特別支援に関する委員会」④ 

・１学期個別懇談週間 

７月 
・「いじめ・不登校・特別支援に関する委員会」⑤ 

・１学期個別懇談週間 

８月 ・いじめ防止・対応に関する研修会を実施する。（現職研修） 

９月 ・「いじめ・不登校・特別支援に関する委員会」⑥ 

10月 
・「いじめ・不登校・特別支援に関する委員会」⑦ 

・質問紙によるアンケート調査、教育相談等② 

11月 
・「いじめ・不登校・特別支援に関する委員会」⑧ 

・２学期個別懇談週間 

12月 
・「いじめ・不登校・特別支援に関する委員会」⑨ 

・２学期個別懇談週間 

１月 

・「いじめ・不登校・特別支援に関する委員会」⑩ 

・「学校評価アンケート等」の結果をもとに，本年度の「いじめ防止基

本方針」「年間計画・取組」について，見直しをする。その検討した内

容を活かして，来年度の方策をたてる。 

・学校評議員会…活動状況を学校評議員会へ報告 

・質問紙によるアンケート調査、教育相談等③ 

２月 
・「いじめ・不登校・特別支援に関する委員会」⑪ 

・３学期個別懇談週間 

３月 次年度の「いじめ防止基本方針」「年間計画」を作成する。 

＜年間を通して＞ 

・ 「自立活動」において，人とのかかわり方について学ぶ機会を設ける。 

・ 日常の遊びの時間を通して，人との適切なかかわり方について，機会を

とらえて指導を行う。 
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